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1国保

　被保険者の皆様に、家庭用常備薬、「2017健康生活メモ」
カレンダー、「生活改善ダイアリー」を3つセットにして無料で
配付いたしますので、どうぞご活用ください。配付は10月下
旬頃を予定しております。
※配付対象者は平成28年7月31日現在、在籍の世帯

　昨年度（平成27年4月～平成28年3月）健康保険証を一度も使用され
なかった健康世帯に敬意を表し、記念品をお贈りいたします！
※該当世帯には別途ハガキで通知
　記念品発送月の前月までの保険料納入状況を確認し、遅れている世帯
については前月までの入金が確認できるまでは配送は保留いたします。
※平成28年11月30日まで

平成28年9月20日発行

＝必読保存版＝
大阪建設国民健康保険組合

編集発行人　井上智次
大阪市浪速区敷津西2－14－22
電 話（06）6631－7112番（代表）
FAX（06）6631－7418番 　　  

家庭用常備薬、カレンダーなどを家庭用常備薬、カレンダーなどを
無料で配付いたします無料で配付いたします

高島屋よりカタログギフトを
10月中旬頃発送予定

長期不在等で、受け取ることができない場合は

〈国保本部（☎06-6631-7113）〉までご連絡ください。

健康者健康者
表彰表彰
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助成は1年度に1回限り

●申請書の書き方に注意しましょう
●申請書は紛失しないようにしましょう
●医療機関の証明が必要！！

インフルエンザ予防接種
費用の一部を助成します

歯科検診を受けましょう歯科検診を受けましょう

　予防接種をお受けになる場合は、同封している黄色の用紙
を医療機関に持参し、予防接種領収書に記入・捺印をもらい、
支給申請書にて申請してください。
※加入後3カ月以内の接種には適用されません。
※年度接種1回分のみ助成。
※ 助成金の支給が郵便局口座のみ振込が可能になりました。ただし、組合員本人名義口座に限ります。 
（振込手数料はかかりません。）

　歯は健康の源。70歳で平均20本の歯が失われているのが現状です。
80歳で20本の健康な歯を残すことを目標に、1年に1回は歯科検診を
受けるようにしましょう。

注 意 先着5,000名に、１人につき１回分のみ
1,000円を限度で助成

被保険者（ただし20歳以上で当国保加入後
3カ月を経過している方）

検診の対象者 受診場所
大阪府歯科医師会に入会している歯科医院。
詳しくは国保組合本部までお尋ねください。

検診の内容
歯、歯周組織、軟組織、顎関節等のチェック
と口腔保健指導
※ 治療やレントゲン、歯石除去等は対象外です。

費用
240円（消費税分）のみ自己負担となります。

検診期間
平成28年11月1日～平成28年
12月20日

申込方法
国保組合本部まで、①住所②氏名③生年月日
④電話番号⑤被保険者証の記号・番号を記載
のうえ、ファクシミリ（06-6631-3850）
か、電話（06-6631-7113）でお申込み
ください。「歯科健康診査票」を送付します。
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　今号で日曜健診と大協共同健診の案内を
同封しております。重複受診はできません
ので、どちらか一方を選んでお申込みくだ
さい。
　日曜健診、大協共同健診、それぞれ希望
の健診の申込みはがきでお申込みください。

18歳～34歳 35歳～39歳 40歳以上 申込方法

人間ドック ○ ○ ○ 国保本部へ予約申込

大協共同健診 × ○ ○

いきいき同封のハガキで申込

日曜健診 ○ ○ ○

特定健診 × × ○ 発送済の受診券で受診

健康診断 ○ ○ × 受診後申請用紙と領収書提出

　平成28年8月1日より健康診断を全額自費で受診された方
1人につき7,000円を限度に補助をします。
※領収書及び申請書が必要。　
※加入して3カ月経過後の健診、年度に1回限り対象。
※（注意）各年度先着3,000人。
※  当国保契約健診センター（いきいきNo.101保存版）で受診する場合、国保本
部までご連絡ください。（直接申込みされた場合は一切助成いたしません）

自己負担金額等詳細は当国保組合本部（06‐6631‐7113給付係）までお問い合わせください。

18歳～39歳までの健康診断について18歳～39歳までの健康診断について

の健診について秋
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柔道整復師・
鍼灸師のかかり方
柔道整復師・
鍼灸師のかかり方

みんなで歩こう！
医療費適正化への道

施術をうけるときはココをチェック

　柔道整復師（整骨院・接骨院）や鍼灸師による施術のうち、健康保険が使用で
きるケースは限定されています。「各種保険取扱」と表示があっても、健康保険
の対象となる場合と、ならない場合があります。施術を受ける前にしっかり確認
して正しくかかりましょう。

健康保険が使えないケース
（全額自己負担）

健康保険が使えるケース
（一部自己負担）

※急性または亜急性（急性に準じるもの）のみ

●外傷性の打撲・ねんざ・挫傷 （肉離れ
　など）
●骨折・脱臼の施術（緊急の場合を除き医
　師の同意が必要）
●はり・きゅうは、主として神経痛、リウマチ、
　頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻
　挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする
　疾患の治療（医師の発行した同意書か診
　断書が必要）
●マッサージは、筋麻痺や関節拘縮等で、医
　療上マッサージを必要とする症例（医師
　の発行した同意書か診断書が必要）

●単なる肩こり、筋肉疲労など
●病気 （内科的原因による疾患） によるこ
　りや痛み
●脳疾患後遺症等の慢性病
●症状の改善がみられない長期の施術
　（応急処置を除く）
●スポーツなどによる肉体疲労改善のため
　の施術
●仕事中や通勤途上に起こった負傷
　（労災保険からの給付になります）
●疲労回復や疾病予防の
　ためのマッサージなど
●交通事故の負傷

施術をうけるときはココをチェック

負傷原因（いつ・どこで・何を
して・どんな症状があるのか）
を正確に伝えてください。

領収書は必ずもら
い、保管しておき
ましょう。

※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
※保険医療機関（病院・診療所など）で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

療養費支給申請書は負傷原因・
負傷名・日数・金額を確認し、
原則患者自身が署名または捺印
してください。

領収書
領収書

1 2 3

施術内容等の照会にご協力をお願いします

施術内容によっては、請求内容と実際に受けられた施術内容が
一致しているかを確認するため、照会させていただく場合がありま
す。負傷部位、負傷原因などをご回答いただきますようご協力を
お願いいたします。

こんなとき
こんなとき

架空請求

水増し
請求

健康保険
対象外の請求


